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本ガイドブックは、平成２７年度石油製品利用促進対策事業費補助金（石油製品利用

促進対策事業のうち、石油ガス災害バルク等の導入に係るもの）について分かりやす

く解説したものです 今年度はく解説したものです。 今年度は

・一申請当たり交付限度額が1,000万円に増額

・非常用ＧＨＰが追加

となりました。

詳細については、上記補助金の受託事業者である日本ＬＰガス団体協議会のホーム

ページをご参照くださいペ ジをご参照ください。

ＵＲＬ：https://www.nichidankyo.gr.jp/hojo/products/bulk/index.html
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２．補助金の概要

３．補助対象機器のパッケージ例

４．リースの利用
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１.補助金の目的

大規模な災害等が発生した時に、系統電力や都市ガスの供給が途絶した場合でも、公
共施設、公的避難所、医療施設及び一時避難所となり得る施設等はライフラインの機能
を維持することが求められます。を維持することが求められます。
災害等発生時においても、これらの施設等に対する石油ガスの安定供給の確保を図り、

その機能を維持させることを目的としています。

ＬＰガス災害バルク

途絶
ＬＰガス
災害バルク
があれば

途絶 途絶

があれば

給湯ユニット 燃焼機器ユニット
（調理、炊飯、暖房）

発電+照明ユニット
追加

ＧＨＰ
（非常用）

2※設置要件はＰ.６を参照ください



①対象となる設備

２．補助金の概要
①対象となる設備

○「石油ガス災害バルク等」

バルク容器＋圧力調整器部分等

（日団協が指定したもの）

300ｋ 500ｋ 1 000ｋ 3 000ｋ・300ｋｇ、500ｋｇ、1,000ｋｇ、3,000ｋｇ

○「燃焼機器」 以下の内いずれか１つ以上のユニットの購入が条件。○ 燃焼機器」 以下 内 ずれ 以 ッ 購入 条件。

（ライフラインが途絶した場合でも独立して稼働できること）

『ＬＰガス発電・照明ユニット』
『ＬＰガス燃焼機器ユニット』

（調理用・炊飯用・暖房用）

『ＬＰガス給湯ユニット』

（給湯器、発電機及びラインポンプ）（調理用 炊飯用 暖房用） （給湯器、発電機及びラインポンプ）
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2．補助金の概要

②対象となる設置場所

○災害等発生時に 避難が困難になる人が多数生じる病院 老人ホ ム等○災害等発生時に、避難が困難になる人が多数生じる病院・老人ホーム等

○公的避難所（地方公共団体が災害発生時に避難所として指定した施設）

○災害発生時に一時避難所となり得るような施設等

具体的には、一時的に避難所になり得るオフィスビル等、マンション等、学校、幼

稚園、保育園、工場（災害時に危険な状況となる工場を除く）、スーパー、コンビ
ニ・チェーンの外食店舗、ホテル・旅館等、公民館、集会所、神社、仏閣、その他
多数の人々の為に炊き出し等ができる面積を有する施設。

優先順位（申請額が予算を超えた受付期間に受付した申請について）
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①公共施設等 ②公的避難所等 ③病院、老人ホーム等 ④民間の一時避難所
（※地方公共団体との防災協定の締結によって順位が変動する可能性があります）



２．補助金の概要

③補助金対象経費

補助金の対象となる経費は「設備費」と「設置工事費」で、次のとおりです。

１）設備費とは「石油ガス災害バルク等」の購入費１）設備費とは「石油ガス災害バルク等」の購入費

２）設置工事費とは「石油ガス災害バルク等」の設置工事費等です。

④補助率について

・一申請当たり交付限度額が1,000万円

・中小事業者は 補助金の対象となる経費の２／３以内中小事業者は、補助金の対象となる経費の２／３以内

・大企業、地方公共団体等は、補助金の対象となる経費の１／２以内

⑤申請者 資格⑤申請者の資格

１）補助金の対象となる設置場所を所有又は管理する者で、「石油ガス災害バルク等」
を購入し当該場所に設置をする者

２）若しくは、「石油ガス災害バルク等」を購入し、補助金の対象となる設置場所を所有
又は管理する者にリースし、当該場所に設置をする者です。
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２.補助金の概要

⑥注意事項

1)交付決定前に「石油ガス災害バルク等」の購入の発注（契約）がなされていないこと。

2)機器等の調達先 工事請負先に対する支払が 原則として銀行振込で行われること2)機器等の調達先、工事請負先に対する支払が、原則として銀行振込で行われること。

3)補助事業が平成２８年２月１５日までに完了し、同日までに補助事業実績報告書を日

団協に必着で提出できること。

⑦申請の受付期間（予定）

平成２７年５月１８日（月）～６月１２日（金）（日団協に必着）平成２７年５月１８日（月） ６月１２日（金）（日団協に必着）

非常用ＧＨＰ非常用ＧＨＰ
冷暖房設備がないと命に係わる人々を収容する病院又は介護施設等及び公共施設等は、
・非常用設備として設置し、
・単独若しくは非常用発電機と組合せて使うことにより、
・妥当な冷暖房能力を発揮できるものであれば、
必要に応じてＬＰガスヒートポンプ空調システムを購入し設置できるものとします。
（非常用の定義、能力の妥当性など詳しい条件については日団協にご確認下さい）
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３．補助対象機器のパッケージ例

災害発生時にはＬＰガスの在庫はもちろん、電源の確保と照明が必要。
また、地域の被災者への炊き出しや暖房も必要。
⇒設置場所の状況に応じてパッケージで提案することが重要です。設置場所の状況に応じて ッケ ジで提案する とが重要です。

（バルク等設置工事、配管・電気工事等についてはメーカーに御相談下さい。）

①300ｋｇバルクと夜間の照明確保のパッケージ（イメージ）

３００ｋｇバルク×１基 ０．９Ｋｗ発電機 ×１台

+
照明×３台

+

②5００ｋｇバルクと電源・照明・炊き出しのパッケージ（イメージ）

５００ｋｇバルク×１基 8.0ＫＶＡ/50Ａ発電機 ×１台 照明×１台

+ + +
炊き出しセット×１台

③１，０００ｋｇバルクと電源・照明・暖房のパッケージ（イメージ）

+ + +
7１０００ｋｇバルク×１基 8.0ＫＶＡ/50Ａ発電機 ×１台 照明×2台

+ + +
暖房×1台



４.リースの利用について① （Ｔ＆Ｄリース㈱より引用）

□ 利⽤（例）□ 利⽤（例）
【対象経費】 600万円（税別） ⇐ 設備費（バルク＋発電機・照明ユニット）＋設置⼯事費
【補助⾦】 400万円 ⇐ 600万円（税別）× 2/3 ＝ 400万円
【リース対象価額】200万円（税別） ⇐ 600万円（税別）－ 400万円 ＝ 200万円（税別）
【⽉額リース料】

バルクの

【⽉額リ ス料】
10年リースの場合 ： 21,200円（税別） ⇐ 200万円（税別） × リース料率

ガス事業者様（機器購⼊先） 設置先様（ご契約先）

納品

売買契約
600万円（対象経費）

リース契約
21,200円（補助⾦分を減額したリース料となります）

Ｔ＆Ｄリース

補助⾦申請

補助⾦ 400万円 交付 ⽇団協

◎ 補助⾦の率及び上限は、補助⾦の対象となる経費の 2/3 となります。

□ 補助⾦リースをご活⽤された場合のメリット
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補助⾦の率及び 限は、補助⾦の対象となる経費の / となります。

◎ 補助⾦申請は、弊社が⾏うため 事務処理等の負担を軽減 できます。



４．リースの利用について② （Ｔ＆Ｄリース㈱より引用）

補助⾦リ 「お取り組 ル ル」と「ご留意点」□ 補助⾦リースの「お取り組みルール」と「ご留意点」

補助⾦リースをお取り組みいただけるお客様

① ガス事業者様 ② ガス事業者様が連帯保証していただける先様 ③ 地⽅公共団体① ガス事業者様 ② ガス事業者様が連帯保証していただける先様 ③ 地⽅公共団体

④ ガス事業者様以外の先様で、下記１〜３を満たしている先様
（ただし、お申込みの上限 1,000万円（税別）まで）

１）直近２期決算が⿊字かつ債務超過でないこと
２）業歴１０年以上
３）次の業種に該当されないこと（１部上場先、その⼦会社等はこの限りではありません。）
・消費者⾦融業・⾵俗営業・不動産業・⼟⽊建築業・飲⾷業・コンビニエンスストア
・遊技業（パチンコ、スロット、ゲームセンター等）・商⼯ローン業

※ 個別にご相談ください。

【ご留意点】

ＬＰガス販売事業者様が購入し利用者に無償で貸与する場合は補助金 対象になりません・ＬＰガス販売事業者様が購入し利用者に無償で貸与する場合は補助金の対象になりません。

転リース・割賦販売の場合も補助金の対象とはなりません。 リースバックも対象外です。

・バルク10年間・各ユニット8年間は使用・管理することとなっています。

・災害対応バルクの購入につきましては複数先の見積りの比較が義務づけられています。

・リース契約の場合、物件の保守管理につきましてはユーザー（お客様）に課せられます。

安全弁等法的に５年で交換が必要となる機器などの交換はユーザーの義務となります。

→ガス供給事業者様とユーザー間で供給・保守契約などを交わしていただき、ガス供給事業者様で

期限管理・交換をしていただくことをお勧めします期限管理 交換をしていただくことをお勧めします。

・リースをご利用の場合、当社の事前審査の後、日団協に交付申請となります。

・補助金交付決定前に「石油ガス災害バルク等」の発注（購入）はできません。
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４．リースの利用について③ （Ｔ＆Ｄリース㈱より引用）

リ 株式会社 お問 合わせ窓 覧□ Ｔ＆Ｄリース株式会社 お問い合わせ窓⼝⼀覧

お問い合わせ窓⼝

◆ 北海道 住所）

ご連絡先

東京都港区港南2-16-2

お客様がお住まいの地域

北海道
◆ 関東地⽅全域
◆ 甲信越地⽅全域 TEL） 03-6433-1264
◆ 静岡県（⼀部） FAX） 03-6433-1265

太陽⽣命品川ビル
東京営業部

◆ 東北地⽅全域 住所）

TEL） 022-217-0175
FAX） 022-217-0176

宮城県仙台市⻘葉区本町1-12-30
太陽⽣命仙台駅北ビル

東北営業所

◆ 中部地⽅全域 住所）

◆ 北陸地⽅全域
TEL） 052-541-1471
FAX） 052 541 1477

愛知県名古屋市中村区名駅3-16-4
太陽⽣命名駅ビル

名古屋⽀店

FAX） 052-541-1477

◆ 近畿地⽅全域 住所）

◆ 四国地⽅全域
◆ 中国地⽅ TEL） 06-6484-3911

太陽⽣命難波ビル
⼤阪府⼤阪市難波2-1-2

⼤阪⽀店

（岡⼭県・⿃取県・島根県） FAX） 06-6484-3922

◆ 九州・沖縄地⽅全域 住所）

◆ 中国地⽅ 太陽⽣命博多ビル
福岡⽀店

福岡県福岡市博多区博多駅前3-26-23
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（広島県・⼭⼝県） TEL） 092-472-6670
FAX） 092-472-6680

福岡⽀店


